
社会福祉法人の経営適正化に向けた都の取組について

チェックリスト モラールサーベイ・
チェック

○

○

○

　役員就任から４
年以下、課題を抱
える法人などの理
事及び監事を対象
として実施（Ｈ２２～
Ｈ２５）

　Ｈ２４・２５には、
「理事研修（初
級）」修了者を対象
とした、フォローアッ
プ研修を実施

　課題を抱える法
人の理事・監事の
受講が一巡したこ
とから、Ｈ２５をもっ
て終了

○ 　「運営管理」
「サービス」「会計
経理」において、経
営上の問題の可能
性がある項目を整
理した「チェックリス
ト」を用いて、指導
検査時に確認。
チェックリスト該当
事項、指導検査結
果、改善状況等を
総合的に勘案し、
二次抽出につなげ
る
（Ｈ２３～）

○

○

　都内法人の財務
状況を１１の指標に
より分析し、指導検
査の基礎資料とし
て活用（Ｈ２３～）

　合わせて、各法
人において、自法
人の財務上の把握
ができるよう、財務
指標の都内平均値
を事業別に算出
し、都のＨＰで公表

○ 　指導検査の結果
などにより、財務上
の課題を抱えること
が判明した法人に
ついて、各財務指
標の経年比較、施
設単位の財務分
析、同種施設の平
均との比較による
傾向分析等を行
い、課題を明確化
する（Ｈ２３～）

○ 　指導検査の結果
などにより、組織管
理上の課題を抱え
ることが判明した法
人について、組織・
職場管理に対する
従業員の態度や満
足度、問題意識を
把握する調査を行
い、課題を明確化
する（Ｈ２３～）

○ 　指導検査の結果
などにより、事業経
営上の課題を抱え
ることが判明した法
人について、法人
役員が経営環境
（外部環境、内部
環境）の課題や事
業運営上のリスクを
どの程度把握して
いるのか、その理
解度を測る調査を
行い、課題を明確
化する（Ｈ２３～）

○ 　指導検査の結果
などにより、重点的
に指導を要すると
判断された社会福
祉法人について、
法律、会計等の専
門家などから構成
される「専門家会
議」において、専門
的立場からの意
見・助言をいただく
（Ｈ２３～）

○ 　重点的に指導を
要すると判断され
た社会福祉法人に
ついて、一段と強い
指導を行ったにも
関わらず改善が不
十分な場合に、
「専門家会議」にお
いて、行政処分や
最後の再建手段
（合併、事業譲渡
等）の可能性を含
めて、専門的立場
からの意見・助言を
いただく
（Ｈ２３～）

○ 　実績（Ｈ２２～
　Ｈ２５の計）
・理事研修（初級）
　 12回   1,134名
・同（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ）
　  4回　　 410名
・監事研修
 　 3回　 　274名

　東京都の取組

○

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

　以下の内容で国に
提案要求を実施
　（Ｈ２２～）
　意思決定機関とし
ての理事会の役割等
について、法に定め
ること
　理事の権限及び責
任範囲について、法
により明確にすること
　意思決定機関の補
佐役、執行機能の取
りまとめ役としての法
人本部機能につい
て、法により明確にす
ること
　措置費等について
本部への繰入制限
を緩和するなど、法
人本部の運営が可
能となる仕組みとす
ること
 法に「勧告」を設け
ると共に、行政処分
までの手続を明確に
すること

 東京都社会福祉
 法人経営適正化
 検討会(最終報
 告) (平成23年3
 月)での提言

Ⅰ　社会福祉法人の経営機能の強化 Ⅱ　課題のある社会福祉法人の早期発見、早期対応
Ⅲ　課題が改善され
　ない社会福祉法人
　の指導と処分

役員機能強化研修
 理事、理事会、法人
 本部機能に関する
 国への提案要求

 「重点指導」すべき法人の一次抽出 「重点指導」すべき法人の二次抽出 重点指導すべき
法人への早期対応   社会福祉法人

  専門家会議
  (第２次諮問)財務分析（簡易） 財務分析（詳細） 簡易ＳＷＯＴ分析

  社会福祉法人専門
  家会議
  (第１次諮問)

●モラールサーベイ・チェック
組織・職場管理に対する職員の態度や満足度、問

題意識等を調査するための方法。管理監督者の態度
面や、仕事の環境面、人事評価や異動等の定量化し
にくい人事管理面を中心にアンケート方式で調査を実
施する。

●簡易SWOT分析
ＳＷＯＴ分析とは、企業の戦略立案を行う際に使われ

る主要な分析手法であり、組織の外的環境に潜む「機会
（Opportunities）」「脅威（Threats）」を検討、考
慮した上で、その組織が持つ「強み（Strengths）」「弱
み（Weaknesses）」を確認、評価する分析手法である。
通常のSWOT分析では、コンサルタント等の外部専門家

が関わり、相当程度の時間を投下して取り組むことが求め
られる。
ここでは想定される課題をいくつか例示し、社会福祉法

人の役員を対象として、分析を実施することにより課題の抽
出・認識を行う分析手法を指す。

●社会福祉法人専門家会議
重点指導すべきとして二次抽出された社会福祉法人や、

東京都において既に重点的に指導している社会福祉法
人等について、専門的な助言を行うため法律、会計、財
務、人事管理等の専門的見地から審査し、東京都に答
申する会議体である。弁護士、公認会計士、学識経験
者等で構成される。

●財務分析
重点指導すべき社会福祉法人を早期発見するため

には、財務上問題がないかどうかを分析することが重要
であるため、都が定めた社会福祉法人の財務分析に
有効な財務指標に基づき、決算書を分析する手法。
都及び区市所管の全法人を対象とした簡易財務分
析と、財務上の問題を抱える法人を対象とした詳細
財務分析からなる。
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